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卒後臨床研修評価機構（JCEP）の設立・
評価事業実施の意義

JCEPによる臨床研修病院の評価は、
臨床研修における研修の質の向上とよい医師
の育成に役立ち、また
研修医の価値ある行動変容をもたらすよい臨
床研修プログラムの作成に寄与するとして
2007年から認定事業を開始したものである。
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目的

NPO法人 卒後臨床研修評価機構は

国民に対する医療の質の改善と向上をめざすため、

臨床研修病院における

研修プログラムの評価や研修状況の評価を行い、

臨床研修病院のプログラムの改善、よい医師の養成

に寄与することを目的とする
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JCEPの事業

①評価事業

新規訪問調査

更新訪問調査

更新書面調査

②人材育成事業

サーベイヤーの育成

③研究開発事業

毎年3課題
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（附）厚労省の実地調査への
サーベイヤーの派遣協力



基本的には

評価の原則に従って
指導医ならびに

研修プログラムの評価
を行っている
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JCEPの評価項目すべて評価がもつ属性
(評価の原則)が満たされている

妥当性(Ｖalidity)

信頼性(Ｒeliability)

客観性(Ｏbjectivity)

効率性(Ｅfficiency)

特異性(Ｓpecificity)
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訪問調査ではどのようにして評価するのか
（評価項目の構造と評価のアルゴリズム）
３階層構造：大項目8 ＞ 中項目27 ＞ 小項目88：

Pg.x Pg.x.x Pg.x.x.x

Pg・・・Postgraduate

項目と数 8つの大項目（評価の対象領域における枠組み） 27中項目 （88小項目）

Pg.1 臨床研修病院としての役割と理念・基本方針 2 （6）

Pg.2 臨床研修病院としての研修体制の確立 2 （6）

Pg.3 臨床研修病院としての施設・設備の整備 4 （15）

Pg.4 研修医の採用・修了と組織的位置付け 6 （17）

Pg.5 研修プログラムの確立 5 （25）

Pg.6 研修医の評価 2 （6）

Pg.7 研修医の指導体制の確立 3 （9）

Pg.8 修了後の進路 3 （4）

中項目 三段階の評定尺度
「適切」
「要検討」部分的な検討を要する
「要改善」直ちに改善すべき状況がある

小項目：各中項目を判定するための指標項目
三段階評価

「a」適切に行われている/存在する/積極的
「b」中間
「c」適切さに欠ける/存在しない/行われていない
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事例：評価のまとめ
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事例：Pg.5.4
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認定病院数（2019.6.1発行分まで）

〔認定基準〕

（1）評価結果において、「要改善」が20％未満の場合は、特段の理由が無い限り認定証を発行する。

（2）上記以外の場合は、条件付認定とする。

〔認定期間の基準〕

（1）原則として2年間とする。

（2）評価結果において、「要改善」が20％未満の場合は、特段の理由が無い限り、訪問による調査は4年後
とする。

〔エクセレント賞の基準〕

原則として、以下のすべてを満たす場合はエクセレント賞を発行する。

（1）評価結果において、「適切」が80％以上、かつ「a」が80％以上で、「要改善」と判定された項目がないこ
と。

（2）評価結果において、Pg.4.5が「適切」かつPg.5の「a」が90％以上であること。

（臨床研修評価 実施要領より抜粋）

 認定証発行済み病院 ：２５４病院

 認定病院（有効） ：２２９病院 p.19 認定病院一覧 参照
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大学病院の認定病院

筑波大学：筑波大学附属病院

鳥取大学：鳥取大学医学部附属病院

島根大学：島根大学医学部附属病院

名古屋大学：名古屋大学医学部附属病院

三重大学：三重大学医学部附属病院

長崎大学：長崎大学病院

名古屋市立大学：名古屋市立大学病院

横浜市立大学：横浜市立大学附属病院

信州大学：信州大学医学部附属病院

福島県立医科大学 福島県立医科大学附属病院

国公立大学（10大学） 私立大学（10大学）

東京医科大学：東京医科大学病院

東京医科大学八王子医療センター

日本医科大学：日本医科大学付属病院

近畿大学：近畿大学医学部附属病院

東邦大学：東邦大学医療センター大森病院

昭和大学：昭和大学病院

愛知医科大学：愛知医科大学病院

川崎医科大学：川崎医科大学総合医療センター

藤田医科大学：藤田医科大学病院

藤田医科大学ばんたね病院

大阪医科大学：大阪医科大学附属病院

聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学：聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学横浜市西部

病院 11



開設主体別認定病院
2019.4.1時点（226病院）
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都道府県別認定病院
2019.6.1時点（229病院）

11
2 2 2 3 2 3 4 1 3 6 6

1714

3 1 1 0 1
9 7 7

33

9
2 6

25

4 2 0 3 5 3 1 0 2 5 4 2 5
0 2 2 0 2 2 5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

北
海
道

青
森

岩
手

宮
城

秋
田

山
形

福
島

茨
城

栃
木

群
馬

埼
玉

千
葉

東
京

神
奈
川

新
潟

富
山

石
川

福
井

山
梨

長
野

岐
阜

静
岡

愛
知

三
重

滋
賀

京
都

大
阪

兵
庫

奈
良

和
歌
山

鳥
取

島
根

岡
山

広
島

山
口

徳
島

香
川

愛
媛

高
知

福
岡

佐
賀

長
崎

熊
本

大
分

宮
崎

鹿
児
島

沖
縄

認定病院数 未認定病院
13



第三者評価について

第三者の定義は難しい。

医療評価の場合、厳密には、もっとも第三者的なのは医療関係
者ではない「国民」(患者を含む)といえる。

しかし、評価の実際の場面では、第三者的な立場で評価をする
トレーニングを受けたサーベイヤー(評価者)により行われるの
が一般的である。そして、評価者は医師をはじめ、医療職にあ
るものたちである。つまり、同僚評価といえる。国際的にも第三
者的な医療関係者が医療評価を行なっているのが一般的であ
る(代表的なものとして米国のThe Joint Commission*)。

*米国では、The JCの認定がMedicare,Medicaidの支払い要
件になっている。しかし、あくまでこのThe JCの医療評価は基
本的な考え方としてはKAIZEN(改善)が目的になっている。
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米国ACGME

米国ACGME（Accreditation Council for Graduate Medical Education:卒後医
学教育認可評議会）が中心になって 、アウトカムプロジェクトという取り組み
でのアウトカム基盤型教育*（Outcome-based Education:OBE)の導入がなさ
れている。 *アウトカム基盤型医学教育：教育機関、指導医（指導者）、およ
び学習者が、社会に望まれる医師像を明確にし、つねにその最終ゴールか
ら振り返って、学習者選抜、指導内容と教育方法、学習者の評価というカリ
キュラムの過程を決めていくという教育哲学。 研修医教育の改善のための
６つのGeneral Competenciesの開発し、 これらのコンピテンシー*に基づい
て養成された研修医のアウトカムデータをもとに、 プログラムの認可をする
ことを目指している。 コンピテンシー：ある知識、技能、態度、人間性に基づ
き行動できる能力のことで、いくつかのコンピテンシーが形成、蓄積され複合
体となり、最終的なあるべき能力・資質（アウトカム）を持った医師が誕生す
ることになる。 Patient Care Medical Knowledge Practice-based Learning 
and Improvement Inter-personal and Communication Skills Professionalism 
Systems-based Practice （以上は，尾原 晴雄；米国ACGMEのアウトカムプ
ロジェクト：JIM vol.21 no.3 2011-3から引用、一部修正）
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ACGMEの役割

 研修カリキュラムの整備

 研修プログラムの」認定

 研修の質の確保のための訪問調査（年1回、予告な
しの訪問調査、研修医へのインタビュー）

 警告改善

 募集停止

 研修プログラム認定の取り消し
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第三者による外部評価を受けることの意義

自院に対する・・・

国民に対する・・・

研修医に対する・・・

連携する医療機関に対する・・・

将来の医師の行動は、卒前の医学教育のあ
り方を含めて国の制度よりも、研修機関での
カリキュラムや研修プログラムに左右される
ものである

Accountability
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臨床研修医に価値ある行動変容（よい臨
床医になる）をもたらすには、どうすればよ
いかを考えてみよう

 研修病院のすべての職員は指導医・指導者であり、
一丸となって研修医育成に努めなければならない。

 すべての医師には、後輩を良医に育てる義務があ
る。

 教えることは学ぶこと。教えてみて初めて分かる自
らの能力。

 研修医の価値ある行動変容をもたらすような、よい
研修プログラムの作成から始まる。
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評価をすることではじめて、

自院の研修病院として、

どこに問題があり、

どこをどう見直すべきかが明らかとなる

評価なくして研修（診療）の質の改善はない
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医道審議会医師分科会医師臨床研修部会
報告書

-医師研修制度の見直しについてー（平成30年3月30日）
において、第三者評価については下記のように記述されてい
る。

(4)第三者評価
○ 年間入院患者数が3,000人以上の基幹型病院であっても、
研修の質の確保の観点から、
指導・管理体制等については、第三者から適切に評価さる

べきであり、この観点から、
基幹型病院について は、年間入院患者数にかかわらず

第三者からの評価を受けることを強く推奨する。
○ (前・中略）次回以降の見直しの際に、第三者評価を義務化
することを前提とした検討を行うべきである(後略）。
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